
 

定例公安委員会開催概要 

                            

　令和７年10月15日、次のとおり定例会議を開催しました。 

 

１　審議・報告事項 

　⑴　多言語コールセンターの運用の開始 

　　　多言語コールセンターの運用の開始について報告を受けた。 

 

　⑵　監察関係事案報告 

　　　監察関係事案について報告を受けた。 

 

　⑶　監督上の措置事案概要（令和７年７月～９月末） 

　　　監督上の措置事案概要（令和７年７月～９月末）について報告を受けた。 

 

　　　吉本委員長から、「処分される人数が高止まりしている。再発防止のために色々な視点から

　　改善指導を徹底していただきたい。」旨の発言があった。 

 

　　　函館方面・中田委員から、「若手の離職防止や職員のモチベーションを高めるためには、働

　　き方改革やハラスメント防止を含めた教育をしっかりやっていかなければならない。入職時は

　　もちろん、１年目、５年目、幹部になる一歩手前など、定期的にタイミング良く、そのときに

　　必要な内容で非違事案防止や職務へのモチベーションを高めるような教育が必要であると考え

　　ている。」旨の発言があった。 

 

　⑷　北海道オール・オリンピアンズとの山岳遭難防止等に関する連携協定締結 

　　　北海道オール・オリンピアンズとの山岳遭難防止等に関する連携協定締結について報告を受

　　けた。 

 

　　　函館方面・中田委員から、「函館方面でも約８千人が参加する函館マラソンや会場が広範囲

　　に及ぶトライアスロン大会などが開催され、外国人を含めた多くの選手が訪れている。特に外

　　国人に関しては、日本と法令やルールが異なることがあることから、バックカントリーの事故

　　防止であれば「バックカントリーは禁止」「バックカントリーがいかに危険であるか」という

　　ことを説明した動画を作成し、スキーリゾート地に協力していただいてロビーなどで流しても

　　らうというのはどうか。視覚に訴えることは効果的な啓発になると思う。観光協会など、関係

　　機関と連携した対策を検討していただきたい。」旨の発言があった。 

 

 

２　決裁・報告事項 

　⑴　運転免許の取消処分 

　　　運転免許の取消処分を行った。 

 

　⑵　令和６年度末退職者（特定地方警務官）の再就職状況の公表 

　 　 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第38条の６第２項、北海道職員の退職管理に関する

　　条例（平成27年北海道条例第54号）第３条及び北海道職員の退職管理に関する条例第３条第２

　　項の規定に基づく公表に関する規程（平成28年北海道公安委員会規程第４号）に基づき、令和

　　６年度末に退職した特定地方警務官が届出した再就職状況をとりまとめ公表することについて

 　　説明を受け、公表することとした。

 

　⑶　遺族給付金支給裁定に対する審査請求に係る裁決結果 

    　北海道公安委員会が行った遺族給付金支給裁定に対する審査請求について、国家公安委員

　　会の裁決結果について報告を受けた。 

 



 

　⑷　重傷病給付金の仮給付金支給決定 

　　　犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和55年法律第36号）

　　に基づく重傷病給付金の仮給付金支給について決定した。 

 

　⑸　障害給付金の支給裁定 

　　　犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく障害給付金の

　　支給について裁定した。 

 

　⑹　障害給付金の支給申請受付 

　　　犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく障害給付金の

　　支給申請受付概要について報告を受けた。 

 

　⑺　行政不服申立事件の受理及び裁決 

　　　運転免許の行政処分に対する審査請求の受理について報告を受けたほか、運転免許の行政

　　処分に対する審査請求について裁決した。 

 

　⑻　ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等の実施結果 

　　　令和７年９月中におけるストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号）

　　に基づく警告及び禁止命令等の実施結果について報告を受けた。 

 

　⑼　禁止命令等有効期間延長処分書の公示送達 

　　　ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく禁止命令等有効期間延長処分書の公示送

　　達の実施について裁決した。 

 

　⑽　公文書開示請求の受理及び公文書開示決定期間の延長 

　　　公文書開示請求を受理し、同請求の開示決定期間を延長することとした。 

 

　⑾　公益通報の受理 

　　　公益通報の受理について報告を受けた。 

 

  ⑿　苦情、直接通報及び要望・意見の受理 

　　　公安委員会宛て苦情、直接通報及び要望・意見の受理について報告を受けた。 

 

 

 

 

 

 


